
様式第３号（第８条関係） 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年６月１５日  

 

福島県南会津建設事務所長  伏見 聡 

工事（委託業務）番号 第２６－４１３６０－０１１９号 

工事（委託業務）名 設計業務委託（合併支援） 

質   問   事   項 

１. 特記仕様書について 

第 3 条「設計条件」において、交通量推計業務（将来交通量配分）の検討ケースは、 

①通常期（整備あり・なし）、②冬期（整備あり・なし）、③通行途絶時（整備あり・ 

なし）と記載されています。各ケースについて「整備あり／整備なし」の 2 通りを実 

施すると合計 6 ケースとなりますが、施工内訳書の「交通量配分（将来交通量配分）」 

では 3 ケースとなっています。3 ケースを超える場合は設計変更の対象（別途協議） 

と理解してよいでしょうか。 

 

２. 別紙 業務内容について 

「交通量推計業務（2）交通量配分用データの作成」について、本業務で使用する編集 

可能な推計データ（道路ネットワーク、リンクデータ、ノード座標データ、発集ノー 

ド、QV コード、料金コード、OD 表等の電子データ）の貸与の可否を教えてください。 

 

３. 別紙 業務内容について 

「費用便益分析業務（6）関係機関との協議資料作成」について、本業務で作成する資 

料を用いて公共事業評価委員会への諮問が行われる場合、委員会の想定開催時期（例： 

○月頃／○四半期）を教えてください。 

 

４. 打合せにおける往復旅行時間にかかる直接人件費は計上されないのでしょうか。 

回   答   事   項 

１. ６ケースに訂正いたします。閲覧図書（積算書）を訂正しますので、詳細については「設計図

書の訂正について」をご確認ください。 

 

２. 共通仕様書（業務委託編）第 6303条の３.貸与資料に記載の資料を貸与します。なお、不足す

る場合は協議願います。 

 

３. 令和９年６月を想定しています。 

 

４. 設計業務等標準積算基準(参考資料)1-2-2旅費交通費の率を用いた積算(1)旅費交通費の率を用

いた積算(宿泊・滞在を伴わない業務の場合)にて、旅費交通費の率に含むため別途計上しません。 

 


